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鳥取市議会議長                  
中 西 照 典 様                 

 

申し入れ書 

 
われわれ議会は、様々な考えを持ちながら、互いの信頼関係のもとで真摯に

議論を重ね、議会としての結論を導き出すのが責務であります。その中で、 
議長は全議員を代表するものであり「公平・公正・中立」でなければなりま

せん。 
さてこの度、本市議会が合意した住民投票の対案作成において、「代表者会議」

及び「住民投票条例検討会」で度重なる議論の上、議会として出された一定の

方向性を検証する目的で第三者に委託されました。しかしながら、中西議長は

委託業務の調査業務仕様書、及び委託契約書ならびに委託者との交渉経過を議

会（代表者会議）に報告、相談することもなく契約を結ばれております。この

事は、議会（代表者会議）総意を基本とする運営とは言い難く、議会内の信頼

関係を崩壊させる事になりかねません。中西議長は「甘んじて批判を受ける」

と責任を認められる発言をしておられますが、今後このような事が無いよう厳

重に申し入れます。 
 

 
記 

 
１． 全会一致を基本として会議を運営する事 
２． 市長へ申し入れをした案件については、その回答を「住民投票条例検討  

会」に報告する事 
３． 条例案の審議は公開を原則とする、「住民投票条例検討会」で行う事 
 
 
 
 

申し入れ議員代表    上田 孝春 

 1 / 2 
 



平成２４年２月２８日 鳥取市議会議長あて申し入れ書 

 2 / 2 
 

 
 
 
 

申し入れ者 

 
 
 

上田孝春   両川洋々   橋尾泰博   児島 良 

川瀬滋子   寺垣健二   中村晴通   椋田昇一 

木村和久   角谷敏男   伊藤幾子   田中文子 

太田 縁 


